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令和３年度多治見市財政健全化審査及び 

経営健全化審査意見書の提出について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第３条

及び第 22 条の規定により、審査に付された令和３年度決算に基づく健全化判断

比率及び資金不足比率について審査した結果、次のとおり意見書を提出します。 
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令和３年度多治見市健全化審査意見 

 

 

第１ 審 査 基 準 多治見市監査基準に準拠 

第２ 審査の種類 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定に

基づく審査 

第３ 審査の期間 令和４年７月 20 日から令和４年８月３日まで 

第４ 審査の対象 令和３年度決算に基づく資料 

（１）健全化判断比率の状況 

        （２）連結実質赤字比率等の状況 

        （３）実質公債費比率の状況 

        （４）将来負担比率等の状況 

第５ 審査の方法 

   審査に当たっては、市長から提出された令和３年度決算に基づく健全化

判断比率に関する資料について、適正に作成されているかどうかに主眼を

おき審査を実施したほか、関係職員に対しての質問等必要と認めるその他

の審査手続を実施した。 

第６ 審査の結果  

審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 

 

記 

                              （単位：％） 

健全化判断比率 令和３年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 － 12.12 20.00 

連結実質赤字比率 － 17.12 30.00 

実質公債費比率 △4.0 25.0 35.0 

将来負担比率 － 350.0  
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健全化判断比率審査参考資料 

１ 実質赤字比率 

 

（１）実質赤字比率算定根拠 

 

  実質赤字比率（％）＝一般会計等の実質赤字額／標準財政規模×100 

 

（２）実質赤字比率算定の基礎 

                      （単位：千円、％） 

歳入歳出差引額 Ａ 5,506,014 

翌年度へ繰り越すべき財源 Ｂ 400,233 

実質赤字額{（Ａ－Ｂ）×－１} Ｃ △5,105,781 

標準財政規模 Ｄ 24,488,390 

実質赤字比率（Ｃ／Ｄ） 

 ※Ｃ≦０の場合は「－」 
－ 
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２ 連結実質赤字比率 

 

（１）連結実質赤字比率算定根拠 

 

  連結実質赤字比率（％）＝連結実質赤字額／標準財政規模×100 

 

（２）連結実質赤字比率算定の基礎 

（単位：千円、％） 

会  計  名 実質赤字額 

一般会計等 △5,105,781 

 一般会計 △5,104,225 

土地取得事業特別会計 △1,556 

市営住宅敷金等特別会計 0 

一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計 △518,916 

 国民健康保険事業特別会計 △103,638 

介護保険事業特別会計 △364,552 

後期高齢者医療特別会計 △38,303 

駐車場事業特別会計 △12,423 

小  計  ① △5,624,697 

会  計  名 資金不足額・剰余額 

公営企業会計（法適用・宅地造成事業以外） △3,081,522 

 水道事業会計 △1,552,552 

病院事業会計 △516,118 

下水道事業会計 △1,010,912 

農業集落排水事業会計 △1,940 

小  計 ② △3,081,522 

合   計 ①＋② △8,706,219 

連結実質赤字額 △8,706,219 

標準財政規模 24,488,390 

連結実質赤字比率 

           ※ 比率≦０の場合は「－」 
－ 
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３ 実質公債費比率 

 

（１）実質公債費比率算定根拠 

 

実質公債費比率（％）＝(（元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋ 

（3ヵ年平均）    元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額））

／（標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準  

            財政需要額算入額）)×100 

 

（２）実質公債費比率の算定の基礎 

（単位：千円、％） 

項 目／年 度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

地方債の元利償還金 ① 

（公営企業分、繰上償還等を除く） 
3,653,133 3,504,354 3,597,984 

準元利償還金 ② 641,381 616,149 650,235 

計 ①＋② 4,294,514 4,120,503 4,248,219 

特定財源 ③ 935,295 1,036,898 996,415 

基準財政需要額算入額 ④ 4,034,869 4,020,016 4,020,169 

計 ③＋④ 4,970,164 5,056,914 5,016,584 

標準財政規模 ⑤ 22,981,201 23,570,028 24,488,390 

実質公債費比率 

（（①＋②）－（③＋④））／(⑤－④)×100 
△3.56613 △4.78982 △3.75394 

実質公債費比率（3ヵ年平均） △4.0 
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４ 将来負担比率 

 

（１）将来負担比率算定根拠 

 

将来負担比率（％）＝（将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額

＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込

額））／（標準財政規模－元利償還金・準元利償還金

に係る基準財政需要額算入額）×100 

 

（２）将来負担比率の算定の基礎 

（単位：千円、％） 

将来負担額① 46,750,301 

内 
 
 

訳 

一般会計等に係る地方債の現在高 34,024,043 

債務負担行為に基づく支出予定額 27,442 

一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に対する一般会計等負

担見込額 
7,575,256 

組合等の地方債の元金償還に充てる地方公共団体の負担見込額 0 

退職手当支給予定額のうち一般会計等負担見込額 5,123,560 

設立法人の債務等に対する一般会計等負担見込額 0 

連結実質赤字額 0 

組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等負担見込額 0 

充当可能基金額等② 71,397,468 

内 

訳 

地方債の償還額等に充当可能な基金の残高の合計額 25,110,037 

地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込額 5,811,043 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 40,476,388 

標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額含む。）③ 24,488,390 

基準財政需要額算入公債費等④ 4,020,169 

将来負担比率 

（①－②）／（③－④）×100 

   ※ 比率≦０の場合は「－」 

－ 
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令和３年度多治見市経営健全化審査意見 

 

 

第１ 審 査 基 準 多治見市監査基準に準拠 

第２ 審査の種類 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条の規定

に基づく審査 

第３ 審査の期間 令和４年７月 20 日から令和４年８月３日まで 

第４ 審査の対象 令和３年度決算に基づく資金不足比率に関する算定様式 

第５ 審査の方法 

   審査に当たっては、市長から提出された令和３年度決算に基づく資料に

ついて、適正に作成されているかどうかに主眼をおき審査を実施したほか、

関係職員に対しての質問等必要と認めるその他の審査手続を実施した。 

第６ 審査の結果  

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 

 

記 

 

会 計 名 令和３年度資金不足比率（％） 経営健全化基準（％） 

水道事業会計 － 20.0 

病院事業会計 － 20.0 

下水道事業会計 － 20.0 

農業集落排水事業会計 － 20.0 
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資金不足比率審査参考資料 

 

（１）資金不足比率算定根拠 

 

   資金不足率（％）＝資金の不足額／事業の規模×100 

 

項  目 内    容 

資金の不足額 

（流動負債－控除企業債等－控除未払金等）＋建設改良費等以外の

経費に対する地方債の現在高－（流動資産－控除財源）－解消可能

資金不足額（※1） 

事業の規模 
営業収益の額（指定管理者の収入として収受させた利用料金の額を

含む。）－受託工事収益の額 

（※1）解消可能資金不足額は、事業の開始後に多額の費用を賄う収入が得る

ことができない場合などの事由がある場合において、資金不足額から控

除する額 

 

（２）資金不足比率算定の基礎 

（単位：千円 ％） 

項目              会計名 
水道事業 

会計 

病院事業 

会計 

下水道事業 

会計 

農業集落

排水事業

会計 

資

金

不

足

額 

流動負債の額 ① 434,972 297,696 1,787,528 11,080 

控除企業債等 ② 34,877 276,982 1,083,367 8,001 

控除未払金等 ③ 0 0 0 0 

建設改良費等以外の経費に対する地方債

の現在高 ④ 
0 0 0 0 

流動資産の額 ⑤ 1,952,647 546,831 1,715,073 5,019 

控除財源 ⑥ 0 9,999 0 0 

(①－②－③)＋④－(⑤－⑥)＝⑦ △1,552,552 △516,118 △1,010,912 △1,940 

解消可能資金不足額 ⑧ 

（⑦＞0の場合に算入） 
0 0 0 0 

資金不足額 ⑦－⑧ ＝⑨ △1,552,552 △516,118 △1,010,912 △1,940 

事
業
の
規
模 

営業収益の額 － 受託工事収益の額 ⑩ 2,122,323 5,183,435 2,020,795 2,228 

事業の規模 ⑩＝⑪   2,122,323 5,183,435 2,020,795 2,228 

資金不足比率（％） 

   ※ 比率≦0の場合は「－」 ⑨/⑪ 
－ － － － 

 


